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■「空き家」「空家」の表記について 

本計画の本文中では、「空き家」を基本として表記しています。ただし、空家等対策の

推進に関する特別措置法及び大垣市の条例に係る事項、その他固有の名称については、

「空家」と表記しています。 
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第１章 計画の概要                      

１ 計画の背景と目的 

近年、人口減少や高齢化の進展、居住形態の多様化など、社会構造やニーズの変化に

伴い、全国的に空き家問題が深刻化しており、本市においても空き家に関する問い合わ

せや相談が多くなっています。 

空き家については、本来、個人の財産として、所有者が責任を持って適切に管理すべ

きものであるとの考え方から、これまで、行政として対応する範囲や方策は極めて限定

的であり、限界もありました。 

しかし、特に放置された空き家については、安全で安心な市民生活に悪影響を及ぼし

ているため、魅力あるまちづくりの観点から、行政として、空き家の発生防止や利活用

などを含めた総合的な対応を行う必要性が高まっています。 

このような中、国においては、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」（以下、「空家法」という。）が議員立法により成立し、平成27年5月26日に全面

施行され、令和5年12月13日には、空き家対策の総合的な強化のため、空家法の一部を

改正する法律が施行されました。また、岐阜県においても、空家法の施行に先立ち、平

成26年7月に「岐阜県空家等対策協議会」を設置し、平成27年1月には、空き家に対す

る取り組みの総合的実施に向け、「空家等対策に係る対応指針」及び「特定空家等対応

マニュアル」を作成し、県内市町村や関係団体と連携した本格的な空き家対策を推進し

ています。 

本市においても、平成27年4月から空き家に関する総合窓口を都市計画部住宅課に設

置し、平成30年12月に「空家等対策計画」を策定、「空家等の適切な管理及び活用の促

進に関する条例」（以下、「空家条例」という。）を制定し、空き家の適正管理の促進

や支援制度の充実等に取り組んできました。 

今後も、空き家がさらに増加することが予想される中、空き家対策を総合的かつ計画

的に実施し、また、生活環境の保全並びに災害及び犯罪の予防を図り、市民が安全で安

心して暮らせるまちづくりを推進するため、実施施策等について整理し、「大垣市第2

次空家等対策計画」として改定するものです。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、空家法及び空家条例に基づき策定するもので、平成27年2月に国から示さ

れた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以

下、「国指針」という。）に即した計画とします。 

また、本計画は「大垣市未来ビジョン」を上位計画とし、関連する計画との整合性を

図るとともに、空き家への対応については、岐阜県の「空家等対策に係る対応指針」及

び「特定空家等対応マニュアル」と整合性を図るものとします。 

 

３ 計画におけるＳＤＧｓとの関連 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」とは、令和 12年を年限とする国際社会全体で取

り組む目標であり、平成 27 年の国連サミットで採択されました。 

  ＳＤＧｓでは、誰一人として取り残さない社会の実現を目指し、17 のゴール（目標）

が設定されており、国が策定する「ＳＤＧｓ実施方針」では、地方自治体が各種計画等

の策定や改訂に当たる際は、ＳＤＧｓを最大限に反映することを奨励しています。 

 本計画においては、「11住み続けられるまちづくり」「12 つくる責任つかう責任」「17

パートナーシップで目標を達成しよう」を主な目標とし、空き家の適正管理と利活用の

推進に取り組むこととします。 

【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）】 
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４ 計画の期間 

本計画期間を令和6年度から令和10年度までの5年間とします。ただし、市内の空き

家の状況や社会情勢等の変化に応じ、必要に応じて見直しを行います。 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 

計画期間   

 

 

 

 改定 

 

５ 計画の対象 

本計画の対象は、空家法に規定する「空家等」とします。 

すなわち、「使用がなされていないことが常態である」建築物又はこれに附属する工

作物及びその敷地であれば幅広く該当することから、住宅はもとより、店舗や工場など

住宅以外の建築物等も対象とします。 

なお、長屋や共同住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空き家となった場合に

は、「空家等」に含まれます。 

 

空家法第2条第1項 

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

 

６ 計画の対象区域 

令和4年度に本市全域で実施した「空家等実態調査」の結果（本計画第2章に記載）

によると、市内全域に空き家が見られることから、本計画の対象区域は本市全域としま

す。 

 

 

計画期間（5 年間） 
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第２章 空き家の現状と課題                   

１ 全国の状況 

国が5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」の平成30年調査結果によると、

平成30年10月1日時点における全国の空き家数は849万戸となっており、平成10年の576

万戸から20年間で約1.5倍になっています。 

また、住宅総数に占める空き家の割合（空き家率）は13.6％で、平成10年の11.5％

から一貫して上昇を続けています。【図表1】 

 

 【図表1】 全国の空き家数と空き家率の推移（住宅・土地統計調査） 

 

 

また、空き家849万戸の内訳は、「賃貸用の住宅」が全体の50.8％を占め、「売却用 

の住宅」が3.4％、別荘などの「二次的住宅」が4.8％で、これらを除いた、用途が特定

されておらず、管理不全の住宅が含まれる「その他住宅」については、全体の空き家数 

の41.0％を占めており、この比率は前回調査に比べ、2.2％増加しています。【図表2】 

 

 【図表2】 全国の空き家の内訳（住宅・土地統計調査）
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２ 岐阜県の状況 

  平成30年の「住宅・土地統計調査」の結果によると、岐阜県の空き家数は14万戸とな

っており、平成10年の8万5千戸から20年間で約1.6倍になっています。 

  また、空き家率は15.6％で、平成10年の11.4％から全国の空き家率と同様に一貫して

上昇を続けています。【図表3】 

 

 【図表3】 岐阜県の空き家数と空き家率の推移（住宅・土地統計調査） 

 

 

  また、空き家14万戸の内訳は、「賃貸用の住宅」が全体の45.8％を占め、「売却用の

住宅」が2.8％、「二次的住宅」が6.0％、「その他住宅」は、全体の空き家数の45.4％

を占めており、この比率は前回調査に比べ、全国の増加割合と同様に、2.2％増加してい

ます。【図表4】 

 

 【図表4】 岐阜県の空き家の内訳（住宅・土地統計調査） 
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３ 大垣市の状況 

 ⑴ 住宅・土地統計調査 

平成30年の「住宅・土地統計調査」の結果によると、本市の空き家数は、11,460戸

で、平成10年の7,420戸から20年間で約1.5倍となっています。 

また、空き家率は15.9％で、全国（13.6％）に比べ高くなっています。【図表5】 

 

  【図表5】 大垣市の空き家数と空き家率の推移（住宅・土地統計調査） 

 

 

また、空き家11,460戸の内訳は、「賃貸用の住宅」が全体の55.6％を占め、「売却

用の住宅」が5.7％、「二次的住宅」が1.4％で、「その他住宅」については、全体の

空き家数の37.3％を占めています。 

これを全国と比べると、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」の割合が高く、「二

次的住宅」、「その他住宅」の割合が低くなっています。【図表6】 

 

  【図表6】 大垣市の空き家の内訳（住宅・土地統計調査） 
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⑵ 空家等実態調査 

本市における空き家の実態を把握し、効果的な空き家対策を検討するため、令和4

年度に民間事業者に委託し、本市全域の「空家等実態調査」を実施しました。 

○ 調査期間   令和4年5月20日～令和5年2月28日 

○ 調査方法   公道から外観目視により実施 

○ 調査対象   建築物の全て。ただし、同一敷地内に所在すると推測される複 

数棟の建築物については、まとめて1件。また長屋や共同住宅等

については、全室居住がない場合にのみ空き家と見なします。 

① 調査結果の概要 

本市全域における空き家数は2,422件で、空き家率は4.6％でした。【図表7】 

 

  【図表7】 大垣市の空き家数と空き家率（空家等実態調査） 

市内全域 建物数（件） 空き家数（件） 空き家率（％） 

平成 29年度調査 51,958 2,304 4.4 

令和 4 年度調査 53,161 2,422 4.6 

増  減 1,203 118 0.2 

 

    また、2,422件の空き家を国土交通省の「地方公共団体における空家調査の手引

き」中にある「住宅の不良度の測定基準」に基づき、4段階（危険性が低い Ａ → 

Ｂ → Ｃ → Ｄ 危険性が高い）による不良度判定をしたところ、危険度の高いＤ

ランクは150件でした。【図表8】 

 

  【図表8】 不良度判定の結果（空家等実態調査）       （単位：件） 

不良度ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

平成 29年度調査 938 966 283 117 2,304 

令和 4 年度調査 1,020 952 300 150 2,422 

増  減 82 ▲14 17 33 118 

   Ａランク：損傷等もなく、管理に特段の問題がない。 

Ｂランク：一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要。 

   Ｃランク：主体構造部以外に著しい損傷があるか、複数箇所に損傷がみられ、中～

大規模な修繕が必要。 

   Ｄランク：主体構造部に著しい損傷があるか、複数箇所に著しい損傷がみられ、大

規模な修繕や除却等が必要。 
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    不良度判定において、Ａ・Ｂランクと判定した1,972件に対し、国土交通省の

「不動産鑑定評価基準」に基づき、立地条件、接道条件、利便性等を考慮し、4段

階（利活用の可能性高い Ｉ → Ⅱ → Ⅲ → Ⅳ 可能性低い）に利活用の可能性を

判定したところ、利活用の可能性が高いⅠ・Ⅱランクは1,319件でした。【図表9】 

 

【図表9】 利活用可能性判定の結果（空家等実態調査）    （単位：件） 

利活用可能性ランク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計 

平成29年度調査 29 1,327 438 110 1,904 

令和4年度調査 35 1,284 452 201 1,972 

増  減 6 ▲43 14 91 68 

   Ⅰランク：不良度判定Ａランクかつ利便性等が良い。 

（売却、賃貸の期待が高い。） 

   Ⅱランク：不良度判定Ａ・Ｂランクかつ利便性等がやや良い。 

（売却、賃貸の期待がやや高い。） 

   Ⅲランク：不良度判定Ａ・Ｂランクかつ利便性等がやや低い。 

（売却、賃貸の期待が低い。） 

   Ⅳランク：不良度判定Ａ・Ｂランクかつ利便性等が低い。 

（現状での売却、賃貸は期待できない。） 

 

  ② 地区別の空き家数と空き家の分布 

地区別の空き家数については、【図表10】のとおりです。また、空き家率を見

ると、古くから市の中心部であった興文、東、西、南、北地区のほか、旧街道の宿

場町であった赤坂、墨俣地区、山間部である上石津町牧田、一之瀬、多良、時地区

等で、平均を上回っていることがわかります。 
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 【図表10】 地区別の空き家数と空き家率（空家等実態調査） 

地区名 
建物数

（件） 

空き家数

（件） 

空き家率

（％） 

興文地区 2,103 121 5.8 

東地区 1,783 124 7.0 

西地区 1,948 126 6.5 

南地区 2,246 206 9.2 

北地区 4,304 235 5.5 

南杭瀬地区 3,129 94 3.0 

多芸島地区 645 38 5.9 

安井地区 3,944 136 3.4 

宇留生地区 3,049 112 3.7 

静里地区 2,541 53 2.1 

綾里地区 1,112 35 3.1 

洲本地区 1,734 45 2.6 

浅草地区 1,072 42 3.9 

川並地区 1,175 48 4.1 

中川地区 5,517 176 3.2 

和合地区 1,466 31 2.1 

三城地区 4,077 96 2.4 

荒崎地区 1,825 52 2.8 

赤坂地区 3,075 171 5.6 

青墓地区 2,418 99 4.1 

牧田地区 643 40 6.2 

一之瀬地区 214 26 12.1 

多良地区 729 90 12.3 

時地区 531 102 19.2 

墨俣地区 1,881 124 6.6 

合 計 53,161 2,422 4.6 
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 【図表11】 空き家の分布図（空家等実態調査） 
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「空家等実態調査」と「住宅・土地統計調査」の結果の差異について 

空家等実態調査は、空家法に基づき棟数ベースの「全件調査」、住宅・土地統計調査

は戸数ベースの「標本調査」と調査方法に相違があります。また、実態調査は、同一

敷地内と推測される複数棟の建築物を1件としているため、住宅・土地統計調査より、

「空き家数」、「空き家率」とも低い結果となっています。 

  

○上石津地域 

東海道本線 

365 
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〇立地適正化計画に基づく居住誘導区域内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画における居住誘導区域内では、都市の中心拠点と地域の生活拠点（都市

機能誘導区域）に区域内の約53％の空き家が集中しています。 

平成29年度調査時の空き家のうち約46％が改善されていますが、新たに空き家が発生

しており、区域内の空き家数は概ね横ばいとなっています。 
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〇中心市街地活性化基本計画区域内 

 

 

 

 

 

 

中心市街地活性化基本計画区域内では、区域内南部で改善が見られる一方で、区域内北

部では改善が低い傾向にあります。 

平成29年度調査時の空き家のうち約43％が改善されていますが、新たに空き家が発生

しており、区域内の空き家数は概ね横ばいとなっています。 
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４ 空き家の問題点 

⑴ 空き家の発生要因 

空き家については、それが現に使用されていない状況であっても、所有者等におい

て適切に管理することが前提であり、清掃や除草、売却や賃貸、除却等についても所

有者等自らの責任においてなされるべきものです。 

しかし、所有者等において【図表12】に掲げるような要因などにより、管理不全の

空き家が発生し、社会問題化しています。 

 

 【図表12】 空き家発生フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 火災、犯罪、環境、生活、景観等外部不経済の発生 

放置された空き家については、管理不全の結果、次のような状況が生じ、安全で安

心な市民生活に影響を及ぼすことにつながります。 

 

① 防災・防犯 

    空き家が放置されると、建築物自体の倒壊や屋根の落下、外壁の崩壊などが発生

し、近隣住民等に対して防災上大変危険な問題を引き起こします。特に密集市街地

や交通量の多い道路、通学路等に空き家がある場合は、倒壊した場合の被害は大き

くなります。 

    また、放火や不審者の侵入等により、空き家が犯罪の温床となる可能性もありま

す。 

 

② 衛生 

  敷地内へのごみ等の放置や不法投棄により、多数のねずみ、ハエ、蚊等が発生し、

近隣の環境に悪影響を与え、地域住民の日常生活に支障をきたすおそれがあります。 

 

居住 所有者の死亡・転居

等 

・住宅供給のズレ（供給過多、中古住宅ニーズ） 
・核家族化の進展による家屋等の継承者不在 
・権利関係の複雑化など所有者固有の事情 
・相続放棄や相続登記がされていないことによる
所有者等の複雑化 

所有者等の適正管理等に対する希薄な意識、知識不足 

・改修、除却費用負担、固定資産税等の負担 
増加回避 

・他人事、管理意識の欠如 

空き家 建築物の腐朽・破損 廃屋・倒壊 
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③ 景観 

  屋根、外壁等が、落書きや汚物等で外見上大きく傷んだり、多数の窓ガラスが割

れたまま放置されることで、周囲の景観と著しく不調和な状態となります。 

  特に密集市街地や観光地等では、景観を損ねるだけでなく、その地区全体のイメ

ージを低下させることになります。 

 

５ 本市における空き家に対する課題 

空き家の発生要因や問題点などを踏まえ、本市における空き家に対する課題について、

次のとおり整理します。 

 

⑴ 市民にわかりやすい対応窓口・推進体制の整備 

市民サービスの観点から、市民が身の回りで起きている空き家の問題を相談し、対

応を依頼する窓口を明確にするとともに、空き家対策を総合的に推進するため、より

一層の全庁的な推進体制や市民協働の枠組み等の整備が必要です。 

 

⑵ 空き家の発生の抑制と早期対処に対する取り組みの推進 

本市が空き家対策に効果的に取り組むにあたって、現存する空き家に、行政として

適切に対応していく必要がありますが、「これ以上空き家を増やさない」「空き家の

状態が悪くなる前に早めに対処する」という考え方から、市民に対する管理手法の周

知・啓発など、発生の抑制と早期対処のための取り組みも重要です。 

 

⑶ 空き家に対する適切な対応の実施 

市民生活の安全・安心を確保する観点から、空き家が近隣住民に悪影響を及ぼさな

いよう、空家法などの現行法令や国指針に基づく取り組みはもとより、今後の国や県

の空き家対策の方向性を踏まえながら、適切に対応する必要があります。 

 

⑷ 空き家の除却等に対する効果的な支援 

空き家に対する措置を適切に実施していく一方で、所有者等が一定の要件のもとで

空き家を除却する場合において、その経済的負担を軽減することにより、除却を促進

するなどの支援策を講じる必要があります。 

 

⑸ 本市のまちづくりと調和した空き家の利活用 

総合的な空き家対策の観点から、本市におけるまちづくりの方向性と調和させなが

ら、空き家を改修するなど、利活用を図ることも重要です。 
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第３章 空き家対策の基本方針                 

１ 空家条例に規定する基本理念 

  空家条例においては、空き家対策の基本理念として、次のとおり規定しています（空

家条例第3条）。 

 ⑴ 空家等の管理等は、次に掲げる事項を基本として実施されなければならない。 

  ① 空家等及びその周辺の衛生、景観等の生活環境の保全が図られること。 

  ② 空家等が災害又は犯罪を誘発することのないよう適切な措置を講ずること。 

  ③ 快適なまちづくりを目指した空家等の活用が図られること。 

 ⑵ 空家等の管理等は、市、空家等の所有者等及び市民がそれぞれの役割を強く認識

し、相互に密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。 

 

２ 空き家対策の基本方針 

空き家対策は、空き家が、衛生、景観等の生活環境の保全並びに災害及び犯罪の予防

に深刻な影響を及ぼすことがないよう、所有者等が必要な措置を適切に講ずることを前

提とし、市、空き家の所有者等及び市民がそれぞれの役割を強く認識し、相互に密接な

連携を図りながら、協働して行わなければなりません。 

本市における空き家に対する課題や空家条例に規定する基本理念を踏まえ、空き家対

策の基本方針を次のとおりとします。 

 

⑴ 個人財産の所有者責任を前提 

本市における空き家対策の取り組みについては、個人の財産については所有者等が

適切に管理すべきであることを原則とした上で、行政として公益上必要な措置等を適

切に講じるものとします。 

 

⑵ 総合的かつ計画的な推進 

空き家に対する措置や支援だけでなく、空き家の発生の未然防止や、まちづくりの

観点からの利活用に関する施策・事業も含め、総合的な対策として、計画的に推進し

ます。 

 

⑶ 市民や地域との協働 

空き家の問題は本市全域にわたり、事案ごとに内容も異なり、また、複雑化してい

るため、その課題解決には行政だけでは限界があることから、地域住民はもとより、

市民団体や民間団体、企業等と協働して取り組むこととします。 
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 ⑷ 国・県との連携 

   空家法第4条、第7条、第29条の規定に基づき、空家等対策計画の策定、空き家へ

の措置、財政上の支援等について、国や県と連携し、効果的な空き家対策を推進しま

す。 

   また、その他必要な事案が発生した場合、必要な法整備や支援などを要望します。 

 

３ 計画の目標 

空き家対策の基本理念や基本方針を踏まえ、本計画の目標を次のとおりとします。 

 

市、空き家の所有者等及び市民が、空き家の適切な管理と利活用に協働して取り組

むことにより、空き家の有効活用の促進と、市民の生活環境に悪影響を与える危険な

空き家の解消及び発生の抑制を図り、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目

指します。 
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第４章 空き家対策の具体的施策                

１ 空き家対策の方向性 

  空き家の適切な管理は第一義的には、当該空き家の所有者等の責任において行われる

べきですが、放置された空き家については管理不全の結果、安全で安心な市民生活に影

響を及ぼすことにつながることから、市として公益上必要な対策を適切に講じる必要が

あります。 

  また、令和4年度の空家等実態調査からは、状態が良い不良度ランク【ランクＡ】の

空き家が多くなっている一方で、利活用の可能性が低い利活用可能性ランク【ランク

Ｄ】の空き家が増加していることから、区域によって利活用されにくい空き家が残って

しまい、状態も悪くなってしまうことが推測されるため、除却と利活用などバランスの

とれた施策が必要となっています。 

本計画では、空き家対策の方向性を【図表13】に示すとおりとし、各段階に応じた

各種施策を実施します。 

 

【図表13】 空き家対策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理不全 

特定空家等 施策５：特定空家等への措置 

施策４：管理不全の解消 

居住中 

空き家化 

施策１：空き家化の予防・抑制 

施策３：空き家の利活用 

施策２：適正管理の促進 

跡 地 施策６：跡地の利活用 



 第４章 空き家対策の具体的施策 

 

19 

２ 施策１：空き家化の予防・抑制 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後は全国的に、人口減少が加速す

ることが予想されています。また、平成30年住宅・土地統計調査によると本市の持家

一人世帯のうち、65歳以上の高齢者の割合が6割を超える状況にあり、今後も空き家は

増加していくことが予想されます。 

空き家は、年数が経ち、放置され老朽化が進むほど、所有者等の把握が困難になると

ともに、修繕や管理等に要する費用も増加し、除却せざるを得ない状況に陥ることも考

えられます。 

このようなことから、現に存在する空き家について対策を講じることと合わせ、新た

な空き家の発生を抑制することも重要となります。 

今後、空き家化の予防・抑制を促進するため、以下の取り組みを進めます。 

 

⑴ 空き家化の予防・抑制に対する意識の醸成 

空き家化の予防・抑制を促進するためには、まずは居住中の所有者等に対し、空き

家から生ずる問題点等を周知し、空き家を発生させない意識の醸成を図ることが重要

です。このようなことから、様々な媒体や機会を利用して、空き家化の予防・抑制に

関する周知・啓発を行います。 

 

◯ 広報紙、ホームページ、固定資産税納税通知書、民間事業者と連携したパン

フレットなど各種媒体を利用し、空き家化の予防について、周知・啓発する。 

○ 自治会等を対象に空き家対策に関する出前講座を実施する。 

◯ 民間団体及びＮＰＯ団体等との連携による空き家の適正管理や活用に関する

相談会、セミナーを開催する。 

 

 ⑵ 国や県の支援施策の情報提供 

   国では、平成28年度から空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡

所得の3,000万円特別控除）を実施しています。この制度は、被相続人が居住してい

た家屋の相続人が、当該空き家又は取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その譲渡

所得から3,000万円を特別控除するものです。 

このほか、国や県により空き家の発生を抑制するための有効な施策が実施された場

合には、情報の周知を行います。 

 

○ 広報紙、ホームページ等で施策を周知する。 
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⑶ 相続対策 

空き家が発生し放置される要因として、所有者等の死後、相続が適切に行われず、

多数の相続人が生じるなどした結果、当該住宅に住む人がいなくなり、また管理者意

識が乏しくなることで、空き家の管理などに対する意思決定が困難になることが予想

されます。 

このような状況を予防するため、空き家の発生の主な要因となっている相続などに

ついて、高齢者等だけではなく、全世代を対象に、所有者等が存命中に住居を次代へ

適切に引き継いでいくための働きかけとともに、令和6年4月1日から相続登記の申請

が義務化されることに伴い、相続発生時には速やかに登記の名義変更を行うよう、各

種手続き時を利用し、啓発を行います。 

また、財産管理の一手法として、所有者等が元気なうちから、特定の目的（例：老

後の生活・介護等に必要な資金の管理等）に従って、その保有する不動産・預貯金等

の財産を信頼できる家族等に委託し、その管理・処分を任せる仕組みである民事信託

制度等についても周知し、必要に応じて法律や税務の無料相談を紹介するなど、財産

の有効活用及び処分等を推進します。 

 

◯ 広報紙、ホームページ、固定資産税納税通知書、民間事業者と連携したパン

フレットなど各種媒体を利用し、空き家化の予防及び相続登記の義務化につい

て、周知・啓発する。 

○ 自治会等を対象に空き家対策に関する出前講座を実施する。 

◯ 民間団体及びＮＰＯ団体等との連携による空き家の適正管理や活用に関する

相談会、セミナーを開催する。 

 

 ⑷ 空き家候補の把握 

   関係部署と連携し、施設入居のような長期的な不在状態の住宅及び独居老人の住宅

など、今後空き家となる可能性が高い住宅について把握し、所有者等へ今後の空き家

の意向調査や相談業務を実施することを検討します。 

 

○ 今後空き家となる可能性が高い住宅として、施設入居者や独居老人の住宅を

把握する。 

○ 所有者等への意向調査や相談業務を実施する。 
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３ 施策２：適正管理の促進 

管理不全状態となった空き家は、防災、防犯、衛生など様々な面において、周辺の生

活環境に悪影響を与えます。 

空き家の適切な管理は、空き家の所有者等の責任において行われるべきものであるこ

とから、空き家の所有者等に管理者である意識を醸成し、適切な管理を促すことが必要

です。 

今後、空き家の適切な管理を促進するため、以下の取り組みを進めます。 

 

⑴ 空き家の現状把握 

空き家の適正管理の促進を図るためには、まず市内の空き家の状況を把握し、効果

的な対策を検討することが重要なことから、令和4年度に実施した空家等実態調査結

果を踏まえ、当該データベースのフォローアップを図るほか、本市全域を対象とした

空家等実態調査を、概ね5年ごとに実施します。 

また、必要に応じて、調査結果に基づき、補足調査等を随時実施します。 

 

◯ 空き家データベースの更新を行う。 

◯ 本市全域を対象とした空家等実態調査を実施する。（概ね5年ごと） 

 

⑵ 空き家に対する相談体制の整備 

空き家の所有者等や自治会等からの相談に対応するため、都市計画部住宅課を空き

家に関する総合相談窓口とします。 

 

◯ 都市計画部住宅課が空き家に関する総合窓口として対応を行う。 

（電話：0584-47-8184、E-mail：housing@city.ogaki.lg.jp） 

 

⑶ 適正管理に対する意識の醸成 

空き家の適切な管理を促進するためには、所有者等に管理者としての意識と、適正

管理に対する意識の醸成を図ることが重要です。 

このようなことから、様々な媒体や機会を利用して、空き家の適正管理に関する周

知・啓発を行います。 
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◯ 広報紙、ホームページ、固定資産税納税通知書、民間事業者と連携したパン

フレットなど各種媒体を利用し、空き家の適正管理について、周知・啓発を行

う。 

○ 自治会等を対象に空き家対策に関する出前講座を実施する。 

◯ 民間団体及びＮＰＯ団体等との連携による空き家の適正管理や活用に関する

相談会、セミナーを開催する。 

 

⑷ 適正管理等に関するノウハウ提供 

空き家の管理不全による外部不経済発生を防止するため、空き家の適正管理や利活

用に関する相談会を、土地・建物に関する専門六士が集まった西濃土地建物六士協議

会（岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部、岐阜県土地家屋調査士会大垣支部、岐阜県

建築士事務所協会西濃支部、岐阜県行政書士会西濃支部、岐阜県不動産鑑定士協会西

濃分会、岐阜県司法書士会大垣支部）やＮＰＯ団体等と協働して開催するとともに、

所有者等に民間団体等のノウハウを提供・発信していきます。 

 

◯ 民間団体及びＮＰＯ団体等との連携による空き家の適正管理や活用に関する

相談会等を開催するとともに、ノウハウを提供・発信する。 

 

⑸ 自治会及び関係団体等と協働した空き家の適正管理の促進 

空き家の適切な管理を促進するためには、所有者等のほか、地域や関係団体が協働

して取り組むことも重要なことから、平成31年3月に、シルバー人材センターと「空

家等の適正管理に関する協定」を締結し、空き家を適切に管理する事業（所有者等と

の契約に基づく定期的な巡回、清掃、庭木の管理等）を行います。 

また、自治会及びその他関係団体と協働して、市に空き家の情報提供をする見守り

活動や空き家を適切に管理する事業を検討します。 

 

◯ シルバー人材センターと連携して空き家を適切に管理する事業を行う。 

◯ 自治会及びその他関係団体と協働した空き家の見守り活動や空き家を適切に

管理する事業を検討する。 

 

 

 

 



 第４章 空き家対策の具体的施策 

 

23 

４ 施策３：空き家の利活用 

空き家対策は、空き家の適正管理だけではなく、利活用を図る対策も必要です。特に

都市の維持・向上を図るためにも、近年では空き家の利活用は重要性が増しています。 

このようなことから、空き家の利活用を促進するため、以下の取り組みを進めます。 

 

 ⑴ 空家バンクの運営 

   空き家の利活用を図るため、全国的に市町村等において空家バンクが運営されてい

ます。本市においても、平成29年4月に、岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部と「空

家バンク事業の実施に関する協定」を締結し、同年8月から空家バンクを開設してい

ます。 

また、全国版の空き家バンクも利用するなど、空き家の利活用に努めます。 

 

○ 岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部と連携し、空家バンクを継続して運営する。 

○ 全国版の空き家バンクを利用する。 

 

⑵ 空家バンクの活用の促進と登録物件の掘り起こし 

空家バンクの活用を促進するため、様々な媒体を利用して同制度を積極的に周知

し、所有者等に登録等を促します。令和4年度に実施した空家等実態調査の結果、利

活用の可能性が高いと判定された空き家の所有者等に対し、空き家の今後の意向調査

を実施し、同制度の周知や登録について推進を図ります。 

また、空家なんでも相談会を通じて、空き家の売却や賃貸等を希望される所有者等

に対し、同制度を紹介することで登録物件の掘り起こしを行い、登録物件の増加を図

ります。 

さらに、所有者等が空家バンクに登録した空き家の家財等を処分する場合、所要経

費の一部を補助することで、登録物件の増加につなげます。 

 

◯ 広報紙、ホームページ、民間事業者と連携したパンフレットなど各種媒体を

利用した空家バンクの周知・啓発を行う。 

◯ 空家等実態調査に基づく意向調査や空き家相談会を通じて空家バンク登録物

件の掘り起こしを行う。 

○ 空き家の家財等処分費用を支援する「空家バンク活用促進事業補助金」の周

知・啓発を行う。 
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 ⑶ 空家バンクにおける農地付き空き家の情報提供 

   農地の権利取得には農業委員会の許可が必要ですが、農地法の改正があり、令和5

年4月1日から面積要件が廃止されました。この他にも要件があるものの農地取得の

要件が緩和されたため、空家バンクにおいて農地付き空き家の登録を促進し、売却等

について周知を図ります。 

 

○ 空家バンクにおける農地付き空き家の登録を促進し、売却等について周知を

図る。 

 

⑷ 中古住宅へのリフォーム支援 

空き家の利活用の促進と本市への移住の促進を図るため、子育て世代等が中古住宅

を取得しリフォームを行う場合、所要経費の一部を補助します。 

なお、事業実施にあたっては、財源の一部に県の補助金等を活用します。 

また、県などが実施している空き家補助制度についても周知を行い、中古住宅の利

活用を支援します。 

さらに、令和4年度空家等実態調査の結果からは、平成29年度調査時の空き家の約

43％に当たる988件の改善を上回る空き家が増加していることが分かりました。その

ため、空き家の取得を支援する制度の充実も重要です。 

 

◯ 中古住宅のリフォーム支援について、広報紙やホームページなど各種媒体を

利用した周知を行う。 

○ 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金の拡充及び空き家の取

得を支援する制度の創設を検討する。 

 

 ⑸ 空き家の他用途への転用促進 

空き家は従来の用途以外へ転用することで、新たな価値が発掘され、地域活性化に

つながることもあります。市では以下の観点から、関係する民間団体等とも連携し、

空き家の他用途への転用の促進策について検討します。 

また、関係部署における各種計画や事業と連携した取り組みも必要となることから、

必要に応じ、庁内連携会議等を開催するなど、民間団体等における転用に向けた検討

を行います。 

1) 地域の活性化施設としての利活用 

（例）体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設 等 
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2) 社会福祉施設等としての利活用 

（例）特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 等 

3) 店舗としての利活用 

（例）新たな飲食店等の店舗、地域交流サロン 等 

 

○ 民間団体等と連携し、空き家の他用途への転用促進策について検討する。 

 

 ⑹ 空き家情報の外部提供 

   空き家の利活用を図るため、民間事業者との連携が重要になっています。国では、

「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づき、所有者から同意を

得た空き家所有者情報について、民間事業者に情報提供ができる仕組みが整備されま

した。本市においても、空き家及びその敷地の流通が促進されるよう、関係する民間

団体等と連携し、空き家の情報提供を促進します。 

   需給の良い居住誘導区域内や中心市街地活性化基本計画区域内などの市街地につい

ては、民間団体等との連携をより強化し、空き家及びその敷地の利活用を促進させ、

居住空間の再構築を図ります。 

 

○ 民間団体等との連携による空き家の情報提供を促進する。 

 

 ⑺ 活用拡大に向けた新たな取り組みの検討 

空家法の一部改正法では、市が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え、改築

等を促進する「空家等活用促進区域」や、ＮＰＯ団体、社団法人等を所有者等への普

及啓発、相談対応等を行う支援法人として指定する「空家等管理活用支援法人」など

の新たな制度の創設が行われました。 

   「空家等活用促進区域」については、他の計画等との整合性を図るため、国からの

ガイドライン等を精査し、空き家・空き店舗の再利用拡大に向けて庁内の連携を図り

諸制度の活用を検討します。 

   さらに、空き家対策を進める体制では、所有者と再利用希望者のマッチング等を積

極的に行う民間法人の協力も重要となるため、「空家等管理活用支援法人」について

制度の活用を検討します。 

 

○ 「空家等活用促進区域」及び「空家等管理活用支援法人」の制度活用につい

て検討する。 
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５ 施策４：管理不全の解消 

適切な管理が行われていない空き家は、建築物自体の老朽化により、倒壊、崩落等の

危険性が増すとともに、防災、防犯、衛生、景観などの様々な面において周辺環境に悪

影響を与えることになります。 

このようなことから、空き家の管理不全状態を解消するため、以下の取り組みを進め

ます。 

⑴ 管理不全状態の空き家に対する初動対応 

市民からの相談・通報や空家等実態調査の結果などにより、管理不全状態の空き家

を把握した場合、外観目視による現地調査を行い、所有者等の特定を行います。 

所有者等が特定されれば、まず、当該所有者等に対して適正管理の依頼を行い、必

要に応じて適正管理を促すための文書【図表14】を送付します。 

また、現地調査の結果や所有者等の情報については、空家等管理システムを使用

し、岐阜県空家等対策協議会が定めた空家等情報記録簿及び相談履歴【図表15】に

より記録するとともに、関係部署と情報共有を行います。 

管理不全状態の空き家に対しては、空家法に基づく適正管理の依頼のほか、建築基

準法など関係法令【図表16】に沿った措置も考えられることから、空き家の状況に

応じて、適切な措置を実施します。 

管理不全状態の空き家の対応フロー図は、【図表17】のとおりとなります。 

 

◯ 管理不全状態の空き家に対し、迅速な初動対応を行う。 
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【図表14】 空き家の適正管理の依頼文例 

住第  号 

 年  月  日 

 

         様 

 

大垣市都市計画部住宅課長  

 

空家等の適正管理について 

 

次の空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第 3条に規定する適切な管理が

されておらず、そのままにしておくことが周辺の生活環境にとって適切でないと考えら

れます。空家等の状態を見直していただき、適切な管理をされますようご連絡いたしま

す。 

 

１ 建築物の所在   

２ 対象建築物等   

３ 空家等の状態   

 

※下記の連絡先までご連絡ください。 

 

 【参考】 

  空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127 号）抜粋 

  （空家等の所有者等の責務） 

  第 3 条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

連
絡
先 

〒503-8601 大垣市丸の内2-29 

大垣市都市計画部住宅課 企画グループ 

直 通 0584-47-8184 
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 【図表15】 空家等情報記録簿 

 
物件番号

現住所

氏名 電話番号

区分 ）

備考

地名地番

都市計画区域 区域区分

用途地域等 防火地域

）

敷地面積

備考

用途

構造

階数

利用状況 ） □その他 ）

浄化槽

備考

建物の傾き □有　□無 特記事項

基礎・土台等の損傷 □有　□無 特記事項

屋根材・外壁の破損 □有　□無 特記事項

看板等の破損 □有　□無 特記事項

屋外階段等の破損 □有　□無 特記事項

門・塀・擁壁の破損 □有　□無 特記事項

石綿飛散の可能性 □有　□無 特記事項

汚水の流出 □有　□無 特記事項

ごみの放置・不法投棄 □有　□無 特記事項

景観ルール違反 □有　□無 特記事項

景観と不調和 □有　□無 特記事項

立木の腐朽、繁茂 □有　□無 特記事項

動物の住みつき等 □有　□無 特記事項

不適切な管理 □有　□無 特記事項

日時 把握方法

住所・所属

氏名 電話番号

日時 確認方法

現地確認者 所属 氏名

備考

※不明な事項は空欄とする。
※付近見取図（住宅地図等）及び現地の状況がわかる写真を添付すること。

※対応状況等欄には、特別措置法や関連法令等による対応状況等について記載すること。

対

応
状
況

等

市町村の対応状況

（対応方針）

県の対応状況
（県記載欄）

現

地

確
認

　　年　月　日　　時　分 □現地確認　□写真等

生

活
環
境

受
付

情
報

情
報
把
握

　　年　月　日　　時　分 □通報　□パトロール等

通報者・発見者

衛

生

景

観

□有　□無

保

安
上
危

険

等

の

状
況

建

物
・
付

属
物
等

延べ面積 　　㎡

□居住・利用中　□空家 （空家となった時期 （

居住誘導区域 □内 □外

建
物

の
概
要

□戸建住宅　□店舗併用　□店舗　□倉庫等 建築年 　　年

□木造　□鉄骨　□鉄筋　□その他 建築面積 　　㎡

□都計区域内　□都計区域外 □市街化区域　□調整区域　□非線引

□防火　□準防火　□指定無

前面道路
□県道　□市道　□無接道　□その他 （ 　　幅員　　　　　ｍ

□通学路等　□その他 　　　　　㎡

基
本

情
報

所

有
者
等

□所有者　□相続人　□管理者　□不明　□その他 （

敷

地
の
概

要

空家等情報記録簿
市町村名

区

分

空家等の分類

□特定　（　□保安　□衛生　□景観　□生活環境の保全　）

□管理不全　（　□保安　□衛生　□景観　□生活環境の保全　）
□その他

管理不全空家等・特定空家等
□管理不全空家等（勧告日：令和.　　年　　月　　日）
□特定空家等　　　（認定日：令和.　　年　　月　　日）
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相談履歴データ一覧表
物件番号：

年月日 対応内容 対応部局
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 【図表16】 関係法令 

法令 担当課 

・建築基準法 建築課、建築指導課 

・消防法 消防組合予防課 

・道路法 管理課、道路課 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 クリーンセンター 

・美しいまちづくり条例 環境政策課 

・安全安心まちづくり条例 危機管理課 

 

 【図表17】 管理不全状態の空き家の対応フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 空き家の除却に対する支援 

空き家の除却を促進するため、所有者等が空き家を除却する場合、所要経費の一部

を補助します。 

なお、事業実施にあたっては、財源の一部に国や県の補助金等を活用します。 

 

◯ 空き家の除却支援について、広報おおがきやホームページなど各種媒体のほ

か、所有者等への適正管理の依頼時を利用して周知を行う。 

○ 空家等除却支援事業補助金の拡充を検討する。 

空家等実態調査 市民からの相談・通報 

外観目視による現地調査 

所有者等の特定 

所有者等へ適正管理の依頼 

（空家法・関係法令） 

・登記の全部事項証明書 

・住民票、戸籍謄本 

・固定資産税課税台帳 

・福祉部局保有情報 

・電力会社等へ提供要請 

・周辺住民聞き取り 等 
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 ⑶ 特定空家化を未然に防止する管理 

空家法の一部改正法では、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等（管理

不全空家等）に対し、管理指針に則した措置を指導・勧告できるようになることが示

されました。 

国からのガイドライン等により、管理不全空家等の所有者等に対して勧告をした場

合は、当該空き家に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外

することで、特定空家化を未然に防止します。（P.32〔参考〕） 

 

６ 施策５：特定空家等への措置 

管理不全な状態の空き家で、特定空家等として認定した事案については、必要に応じ

て、空家法、国指針、「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要

な指針（ガイドライン）」（以下、「ガイドライン」という。）、「空家等の適切な管

理及び活用の促進に関する条例」（以下、「条例」という。）等に基づき、適切な措置

を行います。【図表18】 

 

◯ 特定空家等に対し、空家法、国指針、ガイドライン、条例等に基づく適切な措

置を実施する。 

 

⑴ 特定空家等の定義 

特定空家等は、空家法第2条第2項に示すとおり、次の状態にあると認められる空

家等と定義されています。これらの状態にある空家等をガイドラインに示す判断の参

考となる基準を踏まえ、その程度等を考慮し、特定空家等と認定します。 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

⑵ 特定空家等と認定した空家等に対する措置 

特定空家等と認定した空家等の所有者等に対し、市長は、除却、修繕、立木等の伐

採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導

（空家法第22条第1項）、勧告（空家法第22条第2項）及び命令（空家法第22条第3

項）することができ、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行し

ても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代

執行法の定めるところに従い、当該措置を自らし、又は第三者をしてこれをさせるこ
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とができます。（空家法第22条第9項） 

また、市長は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができな

いときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者に行わせることができます。（空家法第22条第10項） 

措置に際しては、「大垣市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則」に規定

する様式等を使用します。 

また、特定空家等に該当する建築物に係る敷地が、固定資産税等のいわゆる住宅用

地の特例の対象であって、空家法第22条第2項の規定に基づき、市長が当該特定空家

等の所有者等に対して勧告をした場合は、地方税法第349条の3の2第1項等の規定に

基づき、当該空き家に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除

外されます。 

本市においては、令和4年度までに、空家法第22条第9項に規定する行政代執行を1

件、空家法第22条第10項に規定する略式代執行を1件実施するなど、空家法に基づく

特定空家等への措置を進めています。 

 

〔参考〕 固定資産税等の住宅用地の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 大垣市空家等審査会 

   本市では、特定空家等及び管理不全空家等が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の程度

について審査し、その事案を勧告対象とすべきかどうかの意見を伺う、大垣市空家等

審査会（以下、「審査会」という。）を開催しています。勧告を行った特定空家等及び

管理不全空家等は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることから、実

質的に所有者等にとって不利益処分にあたるためです。審査にあたっては、大垣市勧

告対象特定空家等の判断基準の結果を参考とします。 

   また、審査会は、空き家対策の推進に関する様々な提言や意見をいただく場として

も開催します。 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 

面積が200㎡以下の住宅用地(200㎡

を超える場合は1戸当たり200㎡ま

での部分) 

1/6 1/3 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 1/3 2/3 
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○ 大垣市空家等審査会概要 

１ 名  称 大垣市空家等審査会 

２ 所掌事務 市長の諮問に応じ、次の事項について審査します。 

⑴ 法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等及び管理不全空家等の

審査に関すること。 

⑵ 空家等対策に関する重要事項について審議し、提言すること。 

３ 組  織 審査会は、委員 5人以内をもって組織し、次の者から委嘱します。 

        ⑴ 学識経験のある者 

        ⑵ 関係行政機関の職員 

        ⑶ その他市長が適当と認める者 

４ 任  期 5 年間（ただし、委員は再任することができる。） 

５ 事 務 局 都市計画部住宅課 

 

 ⑷ 緊急安全措置 

空き家の中でも、倒壊、崩落等により、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶこと

を避けるため緊急の対応が必要であると認められるときは、必要な最小限度の緊急安

全措置を講じることができます。（条例第9条第1項） 

 

⑸ 立入調査 

市長は、特定空家等の措置（助言・指導、勧告、命令）を行う場合、必要な限度に

おいて、市職員又はその委任した者に、空き家と認められる場所に立ち入って調査を

させることができます。 

この立入調査は、例えば、外見上危険と認められる空き家について措置を講じよう

とする場合、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を観察し、建

築物に触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内部に立ち入って柱や梁等

の状況を確認する必要がある場合に実施します。 

また、立入調査結果が、必ずしも特定空家等の措置に結びつかなくとも、特定空家

等に該当する可能性があると認められるか否か、当該空き家に対する措置を講ずる必

要があるか否か、あるとすればどのような内容の措置を講ずべきか等を確かめようと

する場合にも実施できることとします。 

ただし、立入調査は、必要最小限度の範囲で行い、当該空き家の敷地内に立ち入ら

ずとも目的を達成し得る場合には、実施しません。 

立入調査を行う場合は、その5日前までに、当該空き家の所有者等にその旨を通知

しますが、通知することが困難である場合には、通知しないこともあります。 
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 【図表18】 特定空家等の措置フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家に対する初動対応 

特定空家等の認定 立入調査 緊急安全措置 

空家等審査会 

所有者等が確知している場合 

行政代執行 

（空家法第 22 条第 9 項） 

所有者等が確知できない場合 

助言・指導 

（空家法第 22 条第 1 項） 

勧 告 

（空家法第 22 条第 2 項） 

略式代執行 

（空家法第 22 条第 10 項） 

命 令 

（空家法第 22 条第 3 項） 

意見聴取 

（空家法第 22 条第 6 項） 

事前の通知 

（空家法第 22 条第 4 項） 

戒 告 

（行政代執行法第 3 条第 1 項） 

空家法等による措置 
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 ⑹ 財産管理制度の活用 

   特定空家等の所有者等の所在を特定できない場合、または所有者が死亡し、相続人

のいることが明らかではない場合（相続人全員が相続放棄をした場合を含む。）は、

「不在者財産管理人」または「相続財産清算人」の選任申立てを行うことができるこ

とから、この財産管理制度を活用し、特定空家等の解消を図っていきます。 

   また、民法等の一部を改正する法律により、土地・建物の効率的な管理を実現する

とともに、申立てに係る費用負担の軽減を目的に、特定の土地・建物のみに特化して

管理を行う新たな財産管理制度として、所有者が不明な土地・建物の管理のために管

理人を選任する「所有者不明土地・建物管理制度」が創設されました。 

これまでに相談を受けている空き家の中にも、相続放棄等により所有者が不在とな

り、老朽化が進行するものもあります。 

このようなことから今後は、この新たな財産管理制度も活用し、特定空家等の解消

を図り、空き家及びその敷地の流通を促進していきます。 

 

○ 財産管理制度の活用により、所有者等がいない特定空家等の解消を図り、空き

家及びその敷地の流通を促進する。 

 

７ 施策６：跡地の利活用 

管理不全な状態が一定程度以上進行した空き家は、速やかな除却を促すことが有効な

対策の一つであり、それが次の土地利用につながっていきます。一方で、除却だけを推

進すると、空き地が増加し、それがそのまま放置されるなど、別の問題が生じることが

懸念されます。 

このようなことから、空き家の除却後の跡地を管理不十分な空き地のまま放置させ

ず、土地利用を促すため、以下の施策を進めます。 

 

⑴ 跡地の適正管理についての周知・啓発 

空き家と同様、空き家の除却後の跡地についても適正管理を行うよう、跡地の所有

者等に対して周知・啓発を行います。 

 

○ 広報おおがき、ホームページなど各種媒体を利用し、跡地の適正管理につい

て、周知・啓発する。 
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⑵ 跡地の市場流通の促進 

空き家と同様、その跡地の市場への流通化を図ることは、良質な土地利用にとって

重要です。 

このようなことから、空き家と同様、不動産取引業者団体等と連携して、所有者か

ら同意を得た空き家及びその敷地の情報提供を進め、市内の土地情報の情報発信等、

跡地の市場流通の促進を図ります。 

 

◯ 広報おおがき、ホームページなど各種媒体を利用し、跡地の流通について、周

知・啓発する。 

◯ 不動産取引業者団体等と連携した土地情報等の情報発信等を行う。 

 

 ⑶ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の活用による跡地の譲渡 

   国では、平成28年度から空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡

所得の3,000万円特別控除）を実施しています。この制度は、被相続人が居住してい

た家屋の相続人が、当該空き家又は取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その譲渡

所得から3,000万円を特別控除するものです。（P.19再掲） 

   この制度の周知により、空き家の放置を防ぐとともに、除却後の跡地を含めた有効

活用を促進していきます。 

 

◯ 広報おおがき、ホームページ、民間事業者と連携したパンフレットなど各種媒

体を利用し、跡地の譲渡による譲渡所得の特別控除について、周知・啓発する。 
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８ 施策イメージ 
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第５章 計画の推進                      

１ 推進体制 

  市民からの問合せ等に対する対応と総合的な空き家対策を推進するための統括的部署

を都市計画部住宅課とし、建築課、建築指導課（建築物関係）や危機管理課（防犯関

係）、環境政策課（衛生関係）、管理課（道路、水路関係）、商工観光課（中心市街地

空き店舗関係）、消防組合（防火関係）など関係部署と空家等管理システムに登録して

ある空き家情報を共有するとともに、必要に応じて新たな施策の検討を行います。 

また、大垣市空家等審査会から空き家対策の推進に関する様々な提言や意見をいただ

くなど、より一層の連携を図ります。 

 

２ 計画の評価指標 

本計画を計画的・効果的に進めていくため、次のとおり指標を設定します。 

 

⑴ 指標設定の考え方 

現在の社会状況からすると、今後も空き家の増加は避けられない見通しであると考

えられます。このような状況の中で、空き家の利活用を図るとともに、市民生活に大

きな影響を与える管理不全による危険な空き家の増加を抑えることが、この計画の目

標となります。このことから、指標として、空き家の除却や草木の伐採など、改善し

た件数及び除却支援件数を設定します。 

また、空き家の利活用の促進を図る指標として、空家バンクへの登録件数及び空き

家改修支援件数も指標として設定します。 

  

⑵ 目標指標 

  ① 空き家の改善件数                      （単位：件） 

年度 

第1次 

（延べ件数） 

第2次 

（単年度件数） 

目標 実績 基準 目標 

R4 R4までの平均 R6 R7 R8 R9 R10 

改善件数 103 254 30 34 36 38 40 42 
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② 空家等除却支援事業補助件数                 （単位：件) 

年度 

第2次 

（単年度件数） 

基準 目標 

R4までの平均 R6 R7 R8 R9 R10 

補助件数 36 37 38 39 40 41 

 

  ③ 空家バンク登録件数                     （単位：件） 

年度 

第1次 

（延べ件数） 

第2次 

（単年度件数） 

目標 実績 基準 目標 

R4 R4までの平均 R6 R7 R8 R9 R10 

登録件数 28 48 8 8 9 9 10 10 

 

④ 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助件数     （単位：件) 

年度 

第1次 

（延べ件数） 

第2次 

（単年度件数） 

目標 実績 基準 目標 

R4 R4までの平均 R6 R7 R8 R9 R10 

補助件数 32 74 9 9 10 10 11 11 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 空家等の調査（第９条－第１１条） 

 第３章 空家等の適切な管理に係る措置（第１２条－第１４条） 

 第４章 空家等の活用に係る措置（第１５条－第２１条） 

 第５章 特定空家等に対する措置（第２２条） 

 第６章 空家等管理活用支援法人（第２３条－第２８条） 

 第７章 雑則（第２９条） 

 第８章 罰則（第３０条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関す

る施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。第１４条第２項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方

公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 
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第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の

収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用

の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その

他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情

報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努め

なければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

２ 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

３ 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

４ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

２ 計画期間 

３ 空家等の調査に関する事項 

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の

促進に関する事項 

６ 特定空家等に対する措置（第２２条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第

２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項から第１１項ま

での規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事

項 

７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家

等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要とな

ると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促

進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等

活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

１ 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第２条に規定する中

心市街地 

２ 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第８号に規定する地域再生拠 

 点 

３ 地域再生法第５条第４項第１１号に規定する地域住宅団地再生区域 

４ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）

第２条第２項に規定する重点区域 

５ 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能

を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

２ 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八

条において「誘導用途」という。）に関する事項 
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３ 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地

の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活

用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第１号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家

等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第１０項において同じ。）について第１７

条第１項の規定により読み替えて適用する同法第４３条第２項（第１号に係る部分に限

る。次項において同じ。）の規定又は第１７条第２項の規定により読み替えて適用する

同法第４８条第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項

において準用する場合を含む。第９項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用

を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第１７条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４３条第２項の

規定の適用を受けるための要件（第９項及び第１７条第１項において「敷地特例適用要

件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員１．８メートル以上４メートル未

満の道（同法第４３条第１項に規定する道路に該当するものを除く。）に２メートル以

上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活

用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するも

のとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進

区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

及び同法第２５２条の２２第１項の中核市を除く。）は、第３項に規定する事項を定め

る場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第

１項に規定する市街化調整区域をいう。第１８条第１項において同じ。）の区域を含む

空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び

空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならな

い。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第１７

条第２項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４８条第１項から第１３項まで

の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」とい

う。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活

用促進区域内の建築物について建築基準法第４３条第２項第１号の規定による認定又は

同法第４８条第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項

において準用する場合を含む。第１７条第２項において同じ。）の規定のただし書の規
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定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第２条第３５号に規定する特定行政庁を

いう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合に

おいて、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なけれ

ばならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁

は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進

区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるとき

は、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第１６条第１項

及び第１８条第１項において同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針及び同法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方

針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村

長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第２章 空家等の調査 

 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第２２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空

家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しく
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はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができ

る。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す

るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空

家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第１５条におい

て同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 
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第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状

態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、

基本指針（第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよ

う指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大き

いと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置

について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第１４条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、家庭裁判所に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の規定によ

る命令又は同法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をするこ

とができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要がある

と認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の請

求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６４条

の１４第１項の規定による命令の請求をすることができる。 

 

第４章 空家等の活用に係る措置 

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１５条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の

提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 
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第１６条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長

は、空家等活用促進区域内の空家等（第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該

当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内

の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等

に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために

必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認

めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処

分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第１７条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）

が第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表さ

れたときは、当該公表の日以後は、同条第６項に規定する特例適用建築物に対する建築

基準法第４３条第２項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは

「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項におい

て準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計

画に定められた同条第６項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例

適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７

条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたと

きは、当該公表の日以後は、同条第５項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法

第４８条第１項から第１３項までの規定の適用については、同条第１項から第１１項ま

で及び第１３項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁

が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公

益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定

により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第９項に規定

する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると

認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第２項から第１１項まで及び

第１３項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件

に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第１２項ただし

書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許

可した場合その他」とする。 
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（空家等の活用の促進についての配慮） 

第１８条 都道府県知事は、第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街

化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第４条

第１０項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物

を誘導用途に供するため同法第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の許可（いず

れも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第７条第８項

の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切

な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空

家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導

用途に供するため農地法（昭和２７年法律第２２９号）その他の法律の規定による許可

その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮

をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第１９条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第２

１条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委

託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家

等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住

宅供給公社法第４９条の規定の適用については、同条第３号中「第２１条に規定する業

務」とあるのは、「第２１条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号）第１９条第１項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第２０条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律

第１００号）第１１条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づ

き、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における

経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うこ

とができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第２１条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１

７年法律第８２号）第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第２３条第１項

に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活

用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 
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第５章 特定空家等に対する措置 

 

第２２条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができ

る。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）
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の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確

知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第２項の勧告

が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続により命令を行う

ことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その

措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において

「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、

市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期

限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措

置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状

態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第３項から第８項

までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にか

かわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又

は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第

６条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。 

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章

（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

 

第６章 空家等管理活用支援法人 
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（空家等管理活用支援法人の指定） 

第２３条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に

規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若

しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活

用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住

所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更

するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しな

ければならない。 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家

等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管

理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

２ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その

他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

３ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

４ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

５ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

６ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事

務を行うこと。 

（監督等） 

第２５条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第２３条第１項の

規定による指定を取り消すことができる。 
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４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（情報の提供等） 

第２６条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要がある

として、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連

情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な

限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関

連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第２７条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対

し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更を

することを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案

に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又

は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす

る。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、そ

の理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第２８条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理

のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第１４条各項の規定による請

求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき

は、第１４条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第１４条各項の規定に

よる請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該

要請をした支援法人に通知するものとする。 

 

第７章 雑則 
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第２９条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

 

第８章 罰則 

 

第３０条 第２２条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の

過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定は、

公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和５年６月１４日法律第５０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第３条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定

する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置

法（以下この条において「新法」という。）第７条第８項及び第１８条第１項の規定の

適用については、新法第７条第８項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核

市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２

号）附則第２条に規定する施行時特例市」とする。 



 資  料 

 

55 

２ 新法第２２条第１０項及び第１２項（同条第１０項に係る部分に限る。）の規定は、

この法律の施行の日（以下この条及び附則第６条において「施行日」という。）以後に

新法第２２条第１０項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこ

の法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」と

いう。）第１４条第１０項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の

例による。 

３ 新法第２２条第１１項及び第１２項（同条第１１項に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後に同条第２項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法

第１４条第２項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用の促進

（以下「空家等の管理等」という。）に関して必要な事項を定めることにより、生活環

境の保全及び災害又は犯罪による被害の予防を図り、もって市民が快適で安心に暮らせ

るまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 管理不全な状態 法第２条第２項に規定する特定空家等若しくはこれに準ずる状態

又は不特定の者が容易に空家等の内部に侵入し、若しくは使用することにより犯罪行

為を誘発するおそれがある状態をいう。 

⑵ 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内で事業又は活動を行う個

人、法人その他の団体をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用

する用語の例による。 

（基本理念） 

第３条 空家等の管理等は、次に掲げる事項を基本として実施されなければならない。 

⑴ 空家等及びその周辺の衛生、景観等の生活環境の保全が図られること。 

⑵ 空家等が災害又は犯罪を誘発することのないよう適切な措置を講ずること。 

⑶ 快適なまちづくりを目指した空家等の活用が図られること。 

２ 空家等の管理等は、市、空家等の所有者等及び市民がそれぞれの役割を強く認識し、

相互に密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、空家等の管理等が図られるよう、空家等の管理等の

ための必要な対策（以下「対策」という。）を講ずるものとする。 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者等は、基本理念にのっとり、空家等が管理不全な状態にならない

よう適切に管理し、市が実施する対策に協力するよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、

速やかに市に情報を提供し、市が実施する対策に協力するよう努めるものとする。 
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（空家等対策計画） 

第７条 市長は、対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第７条第１項の規定に基づ

き、空家等対策計画を定めるものとする。 

（管理等のための援助） 

第８条 市長は、所有者等による空家等の管理等のため、所有者等に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うものとする。 

（緊急安全措置） 

第９条 市長は、空家等の倒壊、崩落等により、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶこ

とを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等に対し必要な最小限度の

措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び

当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、通知を受ける

べき者を確知することができないとき、その所在が知れないときその他通知に係る文書

を送付することができないときは、当該通知は、公示の方法によってすることができ

る。 

３ 市長は、第１項の規定による措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家

等の所有者等から徴収することができる。 

（関係機関への協力要請） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機

関に対し、協力を求めることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法

律第50号)の施行の日から施行する。 

 

 


